
雇用類似（一人親方・フリーランス等）の働き方      （愛媛県労働委員会） 

 

 

 

建設業の会社で職人として働いていましたが、このたび独立して、一人親方にな

りました。独立するまでは、労働者として雇用され、労働関係法令で守られていま

したが、一人親方には、何か保護はないのでしょうか。取引先である元請けの会社

とは、力関係に大きな差があり、不利な契約を結ばされたような気がします。どこ

に相談すればよいのでしょうか。 

 

 

 

一人親方やフリーランスなどの保護について関係する法令は、フリーランス保護

法、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令など多岐にわたり非常

に分かりにくく、例えば、一人親方やフリーランスなどは、原則、労働基準法の労

働者ではないとされていますが、働き方の実態によっては労働者であると判断され

る場合もあります。 

厚生労働省において、個人事業主、フリーランスなどで契約や仕事上のトラブル

にお悩みの方に対し「フリーランス・トラブル110番」（電話番号0120-532-110）を

開設しておりますので、御利用ください 。 

 
【解説】 

近年、個人の働き方が多様化し、一人親方に代表される個人事業主に加え、フリーラン

スなどと呼ばれる雇用関係によらない様々な働き方をする方（以下「フリーランス等」と

いう。）が増えています。 

フリーランス等の保護について関係する法令は、フリーランス保護法（特定受託事業者

に係る取引の適正化等に関する法律）、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係

法令など多岐にわたり非常に分かりにくく、例えば、フリーランス等は、原則、労働基準

法の労働者ではないとされていますが、働き方の実態によっては労働者であると判断され

る場合もあります。 

フリーランス等と経済的な力の差のある事業者との取引においては 、フリーランス側に

一方的な不利益が生じないよう規制が設けられています。問題となる事業者の行為につい

ては、令和３年３月26日付けで、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の

連名により策定された「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイド

ライン」に示されていますので、御参考としてください。（令和６年10月18日改定） 

なお、フリーランス保護法に違反する事実がある場合、この法律の所管省庁（公正取引

委員会・中小企業庁・厚生労働省）に対しその旨を申し出ることができます。所管省庁は、

申出の内容に応じ、必要な調査（報告徴収・立入検査）を行い、申出の内容が事実である

場合、指導・助言のほか、勧告を行い、勧告に従わない場合には、命令・公表を行います。 

また、労災保険については、従来の一人親方や個人タクシー運転手等に加え、フリーラ

ンスのＩＴエンジニアや、自転車を使用する外食デリバリーサービス配達人らも、労災保

険の特別加入が認められるようになっています。詳しくは、 最新の厚生労働省ホームペー

ジを御覧いただくか、お近くの労働局にお問い合わせください。 
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